
第４次岬町地域福祉・地域福祉活動計画策定について 

 

第３次岬町地域福祉計画・地域福祉活動計画の期間中に、制度改正や府の計画の見直し

などがありました。第４次岬町地域福祉・地域福祉活動計画策定にあたっては、国・府の動向

等を踏まえ、岬町の現状に即した計画策定が求められます。 

 

 

 

 

 

 

第３次岬町地域福祉計画・地域福祉活動計画（平成 31年３月策定） 

 

 

 

 

国・大阪府の主な動向 

 

 

 

 

 

国：改正社会福祉法施行（令和３年４月） 

府：地域福祉支援計画の見直し（令和４年３月） 

・重層的支援体制整備事業の創設 

・社会福祉連携推進法人制度の創設 

・「コロナ禍における生活困窮者への支援と新たな地域福祉活動」を開始 

・「重層的支援体制整備事業」の創設 

・「ひきこもり支援」の拡充 

・「ヤングケアラーへの支援など新たな地域福祉課題への取組み」を開始 

 

 

 

国：地方再犯防止推進計画策定の手引きを改定（令和３年３月） 

府：再犯防止推進計画（令和２年３月） 

国・大阪府のめざす方向性との整合 

 

 

 

国：第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和４年３月） 

・「全市町村が権利擁護支援の行政計画等の策定を行うこと」を KPIに設定 

第４次岬町地域福祉計画・地域福祉活動計画 策定 

地域共生社会実現に向けた 
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